
浜松労働基準監督署からのお知らせ 

 

令和 6年 10月 1日から静岡県最低賃金額が改正されます！ 

 

 

詳細はこちら（静岡労働局 労働基準部 賃金室のページに遷移します） 

▷静岡県最低賃金リーフレット（PDF：2.7MB） 

▷静岡県最低賃金リーフレット【ポルトガル語（Português）】（PDF：2.9MB） 

 

 

※ 最低賃金は都道府県別に定めている「地域別最低賃金」（今回改正されたもの）と産業別に定めている

「特定最低賃金」がありますが、今回の地域別最低賃金の改正により、地域別最低賃金額が特定最低

賃金を上回った結果、全業種において地域別最低賃金額以上の賃金額を支払う必要がありますのでご

留意願います（今後、特定最低賃金額が地域別最低賃金額以上に改正された場合は、該当業種につい

ては特定最低賃金額が適用されます（一部適用除外される場合あり））。 

https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/roudoukyoku/roudou/chingin.html
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/content/contents/001968129.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/content/contents/001968155.pdf

